












1 児童の権利擁護システムの構造 

児童の権利は、その健やかな成長発達にかかわる積極的な側面から、いじめ、体罰、虐待

などの権利侵害への対応という側面まで多様な形で保障されるべきものである。児童は成

長発達段階にある存在であるために、自らその権利を守り、あるいは主張できない場合が

ある。通常は、権利の代弁あるいは権利侵害からの防衛は養育者が担っている。しかし、

現代社会では、養育者がこの役割を担いきれない程、社会構造が複雑多様化してきている

ことから、社会的権利擁護システムの構築が必要となってきた。同時に、養育者が子ども

の権利侵害を行っている場合にも、積極的介入を行う社会的システムが必要となる。前者

については、養育者と権利擁護システムは共同して機能することになるであろうし、後者

については権利擁護システムは養育者と対決することになる。また、年齢によっては、児

童自身が、権利擁護システムに対して、社会的機関・施設、保護者からの権利侵害に対す

る救済を訴えてくる場合もある。 


